
五
、
琉
球
王
国
側
の
史
料

１．
「
百
浦
添
欄
干
之
銘
」

琉
球
王
国
側
の
「
ア
カ
ハ
チ
ら
の
乱
」
に
つ
い
て
の
最
初
の
史
料
「
百
浦
添
欄
干
之
銘
」（
一
五
〇
九
年
）
の
三
条
、『
中
山
世
譜
（
蔡
鐸

本
）』（
一
七
〇
一
年
）
と
琉
球
王
府
編
『
琉
球
國
由
来
記
』（
一
七
一
三
年
）、
王
府
編
纂
『
球
陽
』（
一
七
四
三
〜
一
八
七
六
年
）
に
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

尚
真
王
の
功
績
十
一
か
条
の
「
百
浦
添
欄
干
之
銘
」
の
三
条
に
は
「
当
南
南
有
国
、
名
曰
太
平
山
、
弘
治
庚
申
春
、
遣
戦
艦
一
百
艘
攻
之
、

其
国
人
堅
降
旗
而
服
従
、
翌
年
航
海
来
献
歳
貢
、
以
穀
布
縣
、
是
上
国
之
勢
愈
大
而
愈
盛
矣
（
略
）
大
明
正
徳
四
己
巳
初
夏
吉
日
」
と
記
載

さ
れ
て
い
る
。

歴
史
学
者
・
島
尻
勝
太
郎
氏
は
（『
沖
縄
大
百
科
事
典
』
一
九
八
三
年
／
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
）「
百
浦
添
欄
干
之
銘
」
の
三
条
の
内
容
に
つ

い
て
「
八
重
山
を
征
討
し
、
住
民
は
服
従
し
て
年
ご
と
に
貢
ぎ
物
を
捧
げ
、
国
勢
は
ま
す
ま
す
盛
大
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
弘
治
庚
申
春
」
は
一
五
〇
〇
年
で
あ
り
、「
太
平
山
」（
オ
ヤ
ケ
ア
カ
ハ
チ
・
ホ
ン
カ
ワ
ラ
の
乱
を
意
味
し
て
い
る
）
は
宮
古
・
八
重
山

の
平
定
を
指
し
、「
大
明
正
徳
四
己
巳
」
は
一
五
〇
九
年
の
銘
文
の
建
立
を
意
味
し
て
い
る
。

「
オ
ヤ
ケ
ア
カ
ハ
チ
・
ホ
ン
カ
ワ
ラ
の
乱
」
の
原
因
に
つ
い
て
、
こ
の
時
代
の
史
料
で
の
真
相
が
は
っ
き
り
と
分
か
っ
て
い
な
い
の
が
実

情
で
あ
る
。

２．
『
中
山
世
譜
』

蔡
鐸
本
『
中
山
世
譜
（
一
七
〇
一
年
）
』（
昭
和
四
十
八
年
／
沖
縄
県
教
育
委
員
会
）
の
「
世
譜
巻
之
四
」
の
「
尚
真
王
」
の
項
に
は
次
の

44
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よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

「
琉
球
國
管
轄
之
嶋
名
曰
宮
古
次
曰
八
重
山
毎
歳
納
貢
當
此
二
三
年
間
八
重
山
嶋
變
心
謀
叛
将
攻
大
宮
古
此
事
傳
聞
于
首
里
國
王
急
命
大

里
親
雲
上
等
九
員
爲
将
撥
軍
船
大
小
四
十
六
艘
弘
治
十
三
年
庚
申
二
月
二
日
那
覇
開
洋
十
三
日
到
八
重
山
石
垣
十
九
日
欲
見
其
地
界
陣
勢
乗

小
船
上
岸
見
之
其
陣
前
向
大
海
後
倚
嶮
岨
其
地
之
婦
女
皆
持
草
木
之
枝
號
天
呼
地
咒
罵
官
軍
雖
乘
船
上
岸
略
無
畏
惧
賊
首
掘
川
原
赤
蜂
首
出

搦
戰
我
兵
近
崖
彼
此
相
罵
此
日
兩
邉
不
戰
者
各
忌
惡
日
故
引
軍
而
退
二
十
日
甲
辰
四
十
六
艘
之
舟
分
爲
兩
隊
一
隊
攻
登
野
城
一
隊
攻
新
河
于

彼
地
兩
邉
相
戰
終
官
軍
得
勝
奏
凱
而
歸
」

歴
史
学
者
の
原
田
禹
雄
氏
は
『
蔡
鐸
本
中
山
世
譜
　
原
田
禹
雄
訳
注
』（
一
九
九
八
年
／
榕
樹
書
林
）
の
「
世
譜
巻
之
四
―
尚
真
王
」
の

項
の
中
で
、
要
約
を
次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

「
琉
球
国
が
管
轄
す
る
島
に
、
宮
古
と
八
重
山
と
が
あ
る
。
毎
年
貢
納
を
し
て
い
た
が
、
こ
の
二
、
三
年
の
間
、
八
重
山
嶋
は
心
が
わ
り

が
し
て
反
乱
し
て
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
。
大
宮
古
は
、
こ
れ
を
首
里
の
国
王
に
報
告
し
た
。
急
遽
、
大
里
親
雲
上
ら
九
人
に
命
じ
て
将
と
し
、

軍
船
大
小
四
十
六
隻
に
分
乗
し
て
、
弘
治
十
三
年
庚
申
二
月
二
日
に
那
覇
を
出
港
し
た
。
十
三
日
に
八
重
山
の
石
垣
に
到
着
し
た
。
十
九
日

に
、
そ
の
地
界
と
敵
陣
の
情
勢
を
見
る
た
め
に
、
小
船
に
乗
っ
て
岸
に
上
が
っ
て
み
る
と
、
敵
陣
の
前
は
大
海
に
む
か
い
、
後
に
は
け
わ
し

い
山
が
あ
り
、
そ
の
地
の
婦
女
は
ほ
と
ん
ど
恐
れ
る
気
色
は
な
か
っ
た
。
賊
の
首
領
の
堀
川
原
赤
蜂
は
、
首
を
出
し
て
挑
戦
し
た
。
我
兵
も

崖
に
近
づ
い
て
、
双
方
罵
し
り
あ
っ
た
。
こ
の
日
、
双
方
戦
か
わ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
悪
日
を
忌
避
し
た
た
め
で
、
軍
を
ひ
き
あ

げ
た
。
二
十
日
甲
辰
、
四
十
六
隻
の
舟
を
二
つ
の
隊
に
分
け
て
、
一
隊
は
登
野
城
を
攻
め
、
一
隊
は
新
河
（
川
）
を
攻
め
、
か
の
地
の
両
辺
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で
相
戦
っ
て
、
つ
い
に
官
軍
が
勝
利
を
得
て
凱
旋
し
た
」

３．
『
球
陽
』
十
年
毛
國
瑞
禁
裁
八
重
山
妄
祭
安
眞
理

琉
球
王
府
編
『
琉
球
國
由
来
記
』（
一
七
一
三
年
）、
王
府
編
纂
史
書
『
球
陽
』（
一
七
四
三
〜
一
八
七
六
年
）
に
は
「
オ
ヤ
ケ
ア
カ
ハ
チ
・

ホ
ン
カ
ワ
ラ
の
乱
」
の
原
因
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
球
陽
研
究
會
『
球
陽
　
原
文
編
・
読
み
下
し
編
』

（
一
九
七
四
年
／
角
川
書
店
）
の
中
の
尚
真
王
十
（
一
四
八
六
）
年
条
の
「
十
年
毛
國
瑞
禁
裁
八
重
山
妄
祭
安
眞
理
」
の
項
に
次
の
よ
う
に

「
原
文
編
・
読
み
下
し
編
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
部
分
を
み
て
み
よ
う
。

【
原
文
】

【
読
み
下
し
】
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４．
『
琉
球
國
由
来
記
』
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こ
れ
ま
で
「
オ
ヤ
ケ
ア
カ
ハ
チ
・
ホ
ン
カ
ワ
ラ
の
乱
」
の
原
因
は
、『
球
陽
』
に
記
さ
れ
た
毛
国
瑞
恩
納
親
方
安
治
に
よ
っ
て
「
伊
里
幾

屋
安
真
理
の
神
」
祭
祀
禁
止
の
布
達
に
よ
る
八
重
山
の
住
民
ら
の
反
発
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
四
七
七
年
二
月
に
朝
鮮
済
州

島
民
三
人
が
八
重
山
の
与
那
国
島
に
漂
着
し
救
助
さ
れ
、
西
表
島
、
波
照
間
島
、
新
城
島
、
黒
島
と
約
一
年
間
以
上
八
重
山
の
島
々
に
滞
在

し
島
伝
い
に
転
送
し
、
彼
ら
が
体
験
し
た
こ
と
が
『
李
朝
実
録
』
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
伊
里
幾
屋
安
真
理
の
祭
祀
」
が
必

ず
記
さ
れ
る
と
思
う
が
、
彼
ら
の
体
験
録
に
は
一
言
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
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ま
た
、
郷
土
史
家
・
崎
山
直
氏
は
「
恩
納
親
方
の
八
重
山
渡
海
仕
置
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
そ
の
史
料
的
検
討
―
」（『
八
重
山
文
化
』
創
刊

号
／
一
九
七
四
年
／
東
京
・
八
重
山
文
化
研
究
会
）
の
中
で
『
琉
球
国
由
来
記
』
の
史
料
か
ら
派
遣
官
の
恩
納
親
方
安
治
（
毛
国
瑞
）
の
先

島
渡
海
は
一
四
八
六
年
で
は
な
く
、
一
六
七
八
年
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
言
う
内
容
で
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
伊
里
幾

屋
安
真
理
（
イ
リ
キ
ヤ
ア
マ
リ
）
の
神
祭
祀
の
禁
止
に
乱
の
原
因
を
求
め
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

５．
『
球
陽
』
二
十
四
年
錢
原
爲
大
將
征
伐
八
重
山
赤
蜂
／
始
置
八
重
山
大
阿
母
竝
永
良
比
金
／
久
米
島
君
南
風
跟
隨
官
軍
往
至
八
重
山

設
爲
奇
謀
深
蒙
褒
嘉

王
府
編
纂
史
書
『
球
陽
』（
一
七
四
三
〜
一
八
七
六
年
）
に
「
オ
ヤ
ケ
ア
カ
ハ
チ
・
ホ
ン
カ
ワ
ラ
の
乱
」
の
あ
ら
ま
し
が
、
記
さ
れ
て
い

る
。
球
陽
研
究
會
『
球
陽
　
原
文
編
・
読
み
下
し
編
』（
一
九
七
四
年
／
角
川
書
店
）
の
中
の
尚
真
王
二
十
四
（
一
五
〇
〇
）
年
条
の
「
二

十
四
年
錢
原
爲
大
將
征
伐
八
重
山
赤
蜂
」、「
始
置
八
重
山
大
阿
母
竝
永
良
比
金
」、「
久
米
島
君
南
風
跟
隨
官
軍
往
至
八
重
山
設
爲
奇
謀
深
蒙

褒
嘉
」
の
項
に
次
の
よ
う
に
「
原
文
編
・
読
み
下
し
編
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
そ
の
部
分
を
み
て
み
よ
う
（「
読
み
下
し
」
の
か
っ

こ
内
は
筆
者
）。

【
原
文
】



【
読
み
下
し
】

【
原
文
】
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【
読
み
下
し
】
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【
原
文
】

【
読
み
下
し
】

久
米
島
の
君
南
風
、
官
軍
に
跟
随
し
て
八
重
山
に
往
き
至
り
、
奇
謀
を
設
け
為
し
て
深
く
褒
嘉
を
蒙
る
。

太
古
の
世
、
久
米
山
に
姉
妹
三
人
有
り
。
長
女
は
首
里
辨
嶽
に
栖
居
し
、
次
女
は
久
米
山
東
嶽
に
栖
居
し
、
後
、
八
重
山
に
至
り
て
宇
本
嶽

に
栖
居
す
。
三
女
は
久
米
山
西
嶽
に
栖
居
し
、
君
南
風
職
に
任
ず
。
是
の
年
に
至
り
、
中
山
、
八
重
山
を
征
伐
す
。
時
に
、
首
里
神
有
り
て

曰
く
、
八
重
山
の
神
と
久
米
山
の
神
と
は
、
原
、
是
れ
姉
妹
な
り
。
若
し
君
南
風
、
官
軍
に
跟
随
し
往
き
て
八
重
山
に
赴
き
、
諭
を
以
て
暁

す
を
為
せ
ば
、
必
ず
や
以
て
信
服
せ
ん
と
。
君
南
風
、
命
に
遵
ひ
、
軍
に
従
ひ
て
行
き
、
已
に
八
重
山
に
至
る
。
賊
衆
甚
だ
夥
く
、
防
備
已

に
密
に
し
て
以
て
上
岸
し
難
し
。
君
南
風
、
即
ち
奇
謀
有
り
。
竹
筏
を
作
り
為
し
、
上
に
竹
木
を
装
ひ
、
焼
き
て
烟
火
を
連
ね
、
以
て
放
流

せ
し
む
。
賊
衆
之
れ
を
見
て
皆
其
の
逝
く
所
の
処
に
行
き
、
将
に
以
て
防
戦
せ
ん
と
す
。
官
軍
時
に
乗
じ
て
上
岸
し
、
相
戦
ひ
相
殺
す
。
此

の
時
、
宇
本
嶽
君
真
物
神
有
り
。
来
り
て
君
南
風
と
会
し
、
早
已
に
信
服
す
。
賊
衆
其
の
神
の
帰
服
す
る
を
視
、
大
い
に
驚
き
且
服
す
。
是
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れ
に
由
り
て
大
将
軍
招
撫
恤
綏
し
て
人
民
始
め
て
安
し
。
既
に
し
て
功
を
成
し
て
凱
旋
し
、
細
さ
に
他
の
奇
謀
を
疏
し
て
聖
聴
に
上
達
し
、

深
く
以
て
褒
嘉
す
。
其
の
子
孫
の
家
、
世
ゝ
君
南
風
職
に
任
じ
、
而
し
て
彼
の
肥
良
志
屋
の
地
を
拝
授
す
。

６．
『
錢
姓
家
譜
正
統
』

琉
球
王
国
側
の
『
錢
姓
家
譜
正
統
』（
真
境
名
安
興
　
県
史
編
纂
史
料
那
覇
之
部
）
の
「
一
世
直
張
　
安
波
根
里
主
」
の
項
に
は
次
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
（
原
文
の
読
点
は
筆
者
）。

【
原
文
】

錢
姓
家
譜
　
正
統

紀
　
録

一
世
直
張
　
安
波
根
里
主

童
名
真
五
郎
、
唐
名
銭
原
、
成
化
十
五
年
戊マ
マ

戌
生

父
兼
城
間
切
阿
波
根
村
鹽
間

母
不
知
為
何
人
女

室
銭
氏
儀
間
親
雲
上
銭
廣
女
真
伊
奴
金
　
生
日
不
傅
　
嘉
靖
十
九
年
己マ
マ

亥
九
月
八
日

死
号
亘

長
男
直
方

尚
真
王
世
代




